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•１．国内における第三者審査の状況

3



日本における
環境報告書作成 公表している企業の推移環境報告書作成・公表している企業の推移

（570社）

（363社）

（2001年） （2002年） （2003年） （2005年）（2004年）

（出典）平成19年度 環境省「環境にやさしい企業行動調査」
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（出典）平成 年度 環境省 環境 やさし 企業行動調査」
調査対象： 東京、大阪及び名古屋証券取引所１部及び２部上場企業 2,516社（うち有効回答社数1,151社）

従業員５００人以上の非上場企業及び事業所 3,968社（うち有効回答社数1,668社）



日本における
環境報告書の信頼性を高めるための手段環境報告書の信頼性を高めるための手段

環境報告書の信頼性を高めるための手段環境報告書の信頼性を高めるための手段
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（出典）平成19年度 環境省「環境にやさしい企業行動調査」



•２．海外における第三者審査の状況
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KPMG Surveyの概要yの概要

KPMG International Survey 
f C t

2008年10月発行
of Corporate 
Responsibility Reporting 
2008

（KPMG）

企業によるサステナビリティ報告に関する国際的な調査

1993年以来、この分野の調査としては最も広範囲なものとし
て3年毎に継続して実施され、今回が6回目の調査（ ）

2007～2008年に発行されたCSR報告書について調査を実施

補完的に、企業のアニュアルレポート（財務報告書）やウェブ
サイトに記載されている情報についても調査サイトに記載されている情報についても調査

Count me in: The readers' 
take on sustainability

2008年5月発行

「 ビ ポ 読者 す 査 ポtake on sustainability 
reporting

（KPMG and SustainAbility）

「サステナビリティ・レポートの読者」に関する調査レポート

2007年10月1日から2008年1月31日の期間で実施

合計で2 279人がアンケートに回答（うち 1 827人が「利用合計で2,279人がアンケ トに回答（うち、1,827人が「利用
者」、452人が「非利用者」）

回答者のほとんどは産業界の方々、NGOなど市民社会を代表
する方々の参加も少なくない
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する方々の参加も少なくない



KPMG Surveyでの調査対象yでの調査対象

調査対象

Global Fortune 500社の 22カ国における

調査対象

業種 企業数

金融 証券 保険 78 オ ストラリア ブラジル カナダ

うちの上位250社（G250企業） 上位100社（N100企業）

金融・証券・保険 78

石油・ガス 25

流通・小売 24

電子 コンピ タ 22

オーストラリア、ブラジル、カナダ、
チェコ、デンマーク、フィンランド、フラ
ンス、ハンガリー、イタリア、日本、メ
キシコ、ノルウェー、ポルトガル、ルー
マニア 南アフリカ 韓国 スペイン電子・コンピュータ 22

自動車 18

金属・エンジニアリング・その他 15

通信 メディア 15

マニア、南アフリカ、韓国、スペイン、
スウェーデン、スイス、オランダ、英国、
米国

* 原則的に各国から売上高規模によ通信・メディア 15

その他サービス 13

その他 40

* 原則的に各国から売上高規模によ
る上位100社が選定されているが、ス
ウェーデンについては例外的に70社
が選定されている
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CSR報告書の発行（全体）報告書の発行（全体）

G250企業において単独のCSR報告書を作成している企業は、52%（2005年調査）から79%（2008
年調査）と増加 おり 世界 大企業 お 報告を行う とはもはや特別な と は年調査）と増加しており、世界の大企業においてCSR報告を行うことはもはや特別なことでは
なくなっている。

N100企業（2,170社）についても、45%が単独のCSR報告書を作成している。
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CSR報告書の発行（国別）報告書の発行（国別）

日本（90%）と英国（84%）が上位2カ国となっている。これは、両国における企業のCSR報告に対
する社会的な 求 高まりを 映 ると思われる また 米 ペイ カ ダする社会的な要求の高まりを反映していると思われる。また、米国、スペイン、カナダ、ス
ウェーデンが著しい伸びを見せている。
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第三者保証：全体第 者保証 全体

第三者保証は大きな増加を見せている。G250企業で第三者保証を受けている企業は過去3
年 から と増加 企業 お も から と 様 増加傾向を見年で30%から40%へと増加し、N100企業においても33%から39%へと同様に増加傾向を見せて
いる。
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第三者保証：国別第 者保証 国別

日本のN100企業において第三者保証を受けている企業の割合は24%にとどまっており、世界
水準と比べ 低 状 あるの水準と比べて低い状況にある。
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第三者保証：業種別第 者保証 業種別

業種別に見れば、鉱業、電力、石油・ガスにおいて第三者保証を受けている比率が高い。
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第三者保証に対する読者の意見第 者保証に対する読者の意見

6割以上の読者は、サステナビリティ・レポートについて第三者の保証が付与されていること
が重 あると 答 るが重要であると回答している。

14

Source: KPMG and SustainAbility, Count me in: The readers' take on sustainability reporting, 2008



•３．サステナビリティ情報審査協会の活動
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中間法人 サステナビリティ情報審査協会の設立・経
緯緯
（旧 日本環境情報審査協会）

境報告書 業が増 年環境報告書発行企業が増加（2000年～）

環境配慮促進法施行（2005年4月～）

環境報告書発行企業はさらに増加し、信頼性が課題となる。

日本環境情報審査協会（Ｊ-AOEI）設立（2005年6月）

サステナビリティ情報審査協会（J-SUS）に中間法人化（2007年8月）
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中間法人 サステナビリティ情報審査協会中間法人 サ テナ リティ情報審査協会

審査の公平性、透明性、独立性、信頼性を確保し、効率的、有効な審査を

実現することを目的として設立された団体。

（旧名称：日本環境情報審査協会）

サステナビリティ情報審査協会の会員は現在９機関。

サステナビリティ情報審査協会が認定している審査機関は現在８機関。

（2009年1月現在）
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中間法人 サステナビリティ情報審査協会 会員

●株式会社あらたサステナビリティ認証機構

中間法人 サ テナ リティ情報審査協会 会員

●ＫＰＭＧあずさサステナビリティ株式会社

●株式会社新日本サステナビリティ研究所

●株式会社トーマツ環境品質研究所（大阪）

●株式会社トーマツ審査評価機構

●株式会社日本環境認証機構

●日本検査キューエイ株式会社

●財団法人日本品質保証機構

●ペリージョンソン レジストラー 株式会社

（2009年1月現在）

© 2007 (member firm name), the Japan member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 18

注：ペリージョンソン レジストラー 株式会社以外は、協会認定審査機関である。



「環境/CSR報告書審査・登録制度」の概要環境/ 報告書審査 登録制度」の概要

① 協会は審査機関及び審査人を認定する。

② 認定された審査機関は 環境/CSR報告書等の審査を行う② 認定された審査機関は、環境/CSR報告書等の審査を行う。

③ 審査の結果、信頼性に関する一定の基準を満たしていると判断した③ 審査の結果、信頼性に関する 定の基準を満たしていると判断した
場合に、マーク（環境/CSR報告書審査・登録マーク）の使用を認める。

④ 協会のウェブサイトに掲載④ 協会のウェブサイトに掲載。

◆審査・登録マーク◆
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サステナビリティ報告 環境報告



審査登録マークの付与基準（重要な環境情報）

(1)集計対象期間及び集計対象組織

審査登録 クの付与基準（重要な環境情報）

(1)集計対象期間及び集計対象組織

(2)事業の概況

(3)事業活動における環境配慮の方針、またはトップコミットメント事業 動 環境 慮 方針、

(4)環境に関する規制の遵守状況（重要な違反の有無）＊１

(5)事業活動に伴う環境負荷 ①総エネルギー投入量 （GJ）
②水資源投入量 （ ）②水資源投入量 （ｍ3）
③温室効果ガス排出量 （t-CO2）
④廃棄物等総排出量 （ｔ）
⑤化学物質排出・移動量 （kg）
⑥

(6)その他の重要な環境情報＊２

＊１ 関係法令に基づく刑罰（懲役 罰金）もしくは行政手続法に基づく行政罰（過料等）を受けたも

⑥その他の重要な環境パフォーマンス指標

＊１ 関係法令に基づく刑罰（懲役、罰金）もしくは行政手続法に基づく行政罰（過料等）を受けたも
の、または、 行政指導（指導、勧告、助言等）を受けたものでかつ社会的影響の大きい場合
を指す。ただし、通常の法規制値違反や科料についても、記載することを妨げるものではない。

＊２ 上記①から⑤以外の環境情報で、事業者の業種、業態の環境面での特性やマスコミ等の報
道ならびに想定利用者の関心の高さ等を総合的に勘案し 当該事業者にとって重要な環境

© 2007 (member firm name), the Japan member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 20

道ならびに想定利用者の関心の高さ等を総合的に勘案し、当該事業者にとって重要な環境
情報と審査機関が判断したものをさす。



審査登録マークの付与基準（重要なサステナビリティ
情報）情報）

© 2007 (member firm name), the Japan member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 21



審査・登録マーク付与件数審査 登録 ク付与件数

●2006年：20社

●2007年：30社

●2008年：27社●2008年：27社

※2008年は審査対象により、マークを二つに区分
・サステナビリティ報告審査・登録マーク（11社）

・環境報告審査・登録マーク（16社）

© 2007 (member firm name), the Japan member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 22



マーク付与した企業（その1：2006年,20社）

コカ コ ラウエストジャパン株式会社 大栄環境株式会社

ク付与した企業（その 年, 社）

コカ・コーラウエストジャパン株式会社 大栄環境株式会社

近畿コカ・コーラボトリング株式会社 富士フィルム株式会社

キリンビ ル株式会社 関西電力株式会社キリンビール株式会社 関西電力株式会社

新日本石油株式会社 株式会社リーテム

九州電力株式会社 住友電気工業株式会社九州電力株式会社 住友電気工業株式会社

ユニ・チャーム株式会社 大日本印刷株式会社

全藤倉化成株式会社 日本環境安全事業株式会社

京セラ株式会社 株式会社キッツ

中国電力株式会社 凸版印刷株式会社

松下電器産業株式会社 富士通株式会社

© 2007 (member firm name), the Japan member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 23

※審査報告書発行年月日順



マーク付与した企業（その2：2007年,30社）

コカ・コーラセントラルジャパン株式会社 北海道電力株式会社

ク付与した企業（その 年, 社）

コカ・コーラウエストホールディングス株式会社 関西電力株式会社

キリンビール株式会社 アスクル株式会社

住友ゴム工業株式会社 東日本旅客鉄道株式会社住友ゴム工業株式会社 東日本旅客鉄道株式会社

松下電器産業株式会社 凸版印刷株式会社

帝人株式会社 中国電力株式会社

アステラス製薬株式会社 京セラ株式会社アステラス製薬株式会社 京セラ株式会社

株式会社岡村製作所 大日本印刷株式会社

コクヨ株式会社 大栄環境株式会社

新日本石油株式会社 日本環境安全事業株式会社

富士通株式会社 株式会社キッツ

ユニ・チャーム株式会社 横浜ゴム株式会社

九州電力株式会社 コスモ石油株式会社

電源開発株式会社 住友電気工業株式会社

東京ガス株式会社 住友ベークライト株式会社
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東京ガス株式会社 住友ベ クライト株式会社

※審査報告書発行年月日順



マーク付与した企業（その3：2008年,27社）

サ コカ・コーラセントラルジャパン株式会社 環 東京ガス株式会社

ク付与した企業（その 年, 社）

サ コカ コ ラセントラルジャパン株式会社 環 東京ガス株式会社

環 コクヨ株式会社 環 アスクル株式会社

サ 帝人株式会社 環 北海道電力株式会社

環 松下電器産業株式会社 サ 中国電力株式会社環 松下電器産業株式会社 サ 中国電力株式会社

サ 住友ゴム工業株式会社 環 東日本旅客鉄道株式会社

環 アステラス製薬株式会社 サ 凸版印刷株式会社

サ 株式会社岡村製作所 サ コスモ石油株式会社

環 京セラ株式会社 環 日本環境安全事業株式会社

サ 積水化学工業株式会社 環 住友電気工業株式会社

環 九州電力株式会社 環 横浜ゴム株式会社

環 大日本印刷株式会社 環 株式会社キッツ

サ 富士通株式会社 サ 住友ベークライト株式会社サ 富士通株式会社 サ 住友ベ クライト株式会社

サ 電源開発株式会社 環 大栄環境株式会社

環 関西電力株式会社
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※審査報告書発行年月日順
※「サ」：サステナビリティ報告審査・登録マーク（11社）、「環」：環境報告審査・登録マーク（16社）



制度に参加するメリット制度に参加する リット

① 信頼性のある環境報告書等とみなされる。

② マーク付与で信頼性が高いと、一目で理解できる。

③ 内外の投資機関や格付け機関等で高く評価されることが期待できる。

（SRIファンドへの組入可能性が高まる）

④ 社内の環境意識が向上し、環境管理のレベルアップ、環境リスクの把握が
期待できる期待できる。
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•４．第三者審査に関する私見
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第三者審査（保証業務）の意義第 者審査（保証業務）の意義

情報利用者にと て情報利用者にとって
情報の信頼性が高まることにより、リスクが軽減し

経済的意思決定の拡大（＝経済行為の拡大効果）経済的意思決定の拡大（ 経済行為の拡大効果）

（審査機関）

保証提供者

報酬

保証サービス （第三者審査）

報酬

情報利用者情報発信者 環境・CSR 情報

意思決定
（環境 CSR報告書発行企業） （読者）
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（環境・CSR報告書発行企業） （読者）



投資家の環境・CSR情報に対する関心投資家の環境 情報に対する関心

企業 利益（現在 過去） 有価証券報告•企業の利益（現在、過去） 有価証券報告
書 会計監査

投資家の関心が移行投資家の関心が移行

事業計画書

•企業の価値（将来Cash Flow） 環境報告書•企業の価値（将来Cash Flow） 環境報告書

CSR報告書

（非財務情報）

第三者審査
意思決定の拡大！

例 フ ンド組入 株式購入 製品購入等

29

第三者審査
（保証業務）

例：ファンド組入、株式購入、製品購入等



環境報告書等の信頼性向上について環境報告書等の信頼性向 に て

環境 CSRパフ ンス指標（定量情報）が比較可能•環境･CSRパフォーマンス指標（定量情報）が比較可能

•算定方法の開示

•対象範囲の開示
＋信頼性の担保

•対象範囲の開示 （第三者審査）

•読者が比較・評価⇒意思決定に利用

•事業者が比較可能な形式での公表

⇒ 意思決定させる報告書に！
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第三者審査（保証業務）の費用対効果第 者審査（保証業務）の費用対効果

第 者審査 効果 経済的意思決定 拡大第三者審査の効果 ⇒ 経済的意思決定の拡大

• Σ審査費用 ＜ Σ意思決定拡大額

⇒社会的に経済合理性あり⇒社会的に経済合理性あり

• Σ審査費用 ＞ Σ意思決定拡大額

⇒社会的に経済合理性なし⇒社会的に経済合理性なし

⇒個別企業の姿勢は評価
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環境/CSR報告書の発展段階と審査の必要性環境/ 報告書の発展段階と審査の必要性

審査 必 性審査の必要性

•Ⅰ．報告書発行に意義 なくて良い

現状

•Ⅱ．読ませる報告書 あれば良い

今後

•Ⅲ．判断させる報告書 あるべき
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私見：環境情報について私見 環境情報に て

法的 開 義務あり法的に開示義務あり

•GHG情報 〔温対法〕

•PRTR情報 〔PRTR法〕•PRTR情報 〔PRTR法〕

•土壌汚染情報（一部） 〔土対法〕

法的に開示義務なし

•水質、大気

⇒（特定事業場には、最大濃度、平均濃度、総排出量の法的開示を！）

•騒音、振動、悪臭

主要な公害情報である水質・大気の排出情報が開示されれば、GHG情報、
化学物質情報と共に開示され、一応の環境アカウンタビリティは果たせる。

33

化学物質情報 共 開示され、 環境ア ウ タ リティ 果 る。



私見：環境情報について私見 環境情報に て

法的開示義務 ある 情報 情報法的開示義務のあるGHG情報、PRTR情報

審査不要（もちろん、審査は望ましいが費用対効果の観点から）

↓↓

不正が多数出るようになれば、審査制度等を検討すべき

英文（ 本語以外） 環境/ 報告書英文（日本語以外）の環境/CSR報告書

↓

海外に環境/CSR報告書発行企業として、情報発信について信頼性確保の意義を理海外 環境/ 報告書発行企業として、情報発信 て信頼性確保の意義を理
解している姿勢を示すためにも第三者審査を実施すべき

↓

財団法人地球・人間環境フォーラムと環境省が主催する環境コミュニケーション大財団法人地球・人間環境フォ ラムと環境省が主催する環境コミュニケ ション大
賞での環境報告大賞、持続可能性報告大賞は英文報告書も発行し、かつ第三者
審査を受けているところに限定すべき
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•ご清聴ありがとうございました。
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